
別表五(二)
｢租税公課の納付状況等に関する明細書」

記載要領
はこちら

「期首現在未納税額①」の「1」及び「2」
「1」及び「2」には、前期分のこの別表の「期末現在未納税額⑥」

の金額を記載しますが、直前期分に係る「期首現在未納税額①」は、
前期分のこの別表の「⑥」の「中間3」の金額と「確定4」の金額との
合計額になります。

前期分の申告後に既往年度について更正等があった場合には、更正
等の後の法人税額等を基礎として記載します。

各欄共通
各欄は、法人税及び地方法人税の基本税額(別表一の「差引所得に対する法人税額13」及び「差引地方法人税額38」に相当する税額)を記載し、法人税及び地方法人税に係る利子税、延滞税、

過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額についてはこの欄には記載しないで、「その他」の「利子税20」、「加算税及び加算金24」及び「延滞税25」の該当欄に記載します。
なお、「道府県民税」の各欄及び「市町村民税」の各欄も同じです。

「期末現在未納税額⑥」
「確定4」に記載することとなる金額がマイナスになる場合

にあってはその金額は外書き(△印を付けます。)します。
ただし、「中間3」に未納税額の記載がある場合にあっては

その未納税額に相当する金額に達するまでの金額は本書きし
(△印を付けます。)、「確定4」の「②」の金額と本書きした
金額との差額を外書き(△印を付けます。)します。
この外書の金額は、別表五(一)の空欄に「未収還付法人税」

等と記載の上「当期の増減」の「増③」に記載します。

「計5」
「当期中の納付税額」の各欄の金額を合計した金額は、別表五(一)

の「未納法人税及び未納地方法人税(附帯税を除く。)27」の「減②」
の金額と符合します。

「当期中の納付税額」の各欄
「期首現在未納税額①」又は「当期発生税額②」に記載した法人税額及び地方法人税額を当期中に納付した

場合に、その納付税額を納税充当金を取り崩して納付したか、仮払金として納付したか、又は損金経理により
納付したかにより、それぞれ該当欄に区分して記載します。この場合に、過誤納があるときは、各欄にそれぞ
れ外書きしてください。この外書の金額は、「⑥」に移記する必要はありません。

外書の金額は、法人の確定した決算において未収金又は仮払金として計上していない場合には、別表五(一)
の空欄に「未収過誤納金」等と記載の上、その合計額を「増③」に記載します。

この場合、「⑤」の外書の金額は、別表四の「加算」の空欄にも記載することとなります。

「当期発生税額②」の「中間3」及び「確定4」
・ 「中間3」には、当期の中間分の税額を記載します。
・ 「確定4」には、別表一の「差引確定法人税額15」及び「差引確
定地方法人税額41」の金額の合計額を記載します。

また、中間分の法人税額及び地方法人税額の合計額が確定分の法
人税額及び地方法人税額の合計額を超える場合には、「確定4」には
、その超える金額を△印を付して記載します。
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【チェックポイント】
5、10、15 及び24～29の⑤欄の金額(プラス表示分)は、別表四の2、

3及び5欄の金額と一致していますか。
5、10、15欄でマイナス表示されている還付法人税等又は還付所得税

等(いずれも還付加算金を除きます。)で雑収入等に計上されているも
のが、別表四の18又は19欄で減算されていますか。

【チェックポイント】
期首現在未納税額①の各欄は、前事業年度の申告書の期末現

在未納税額⑥と一致していますか。
「期首現在未納税額①」の「6」及び「7」

「6」及び「7」には、前期分のこの別表の「期末現在未納税額⑥」の金額
を記載しますが、その金額が、支店等の税率が異なっていることなどにより
標準税率を基として算出されたものであるときは、当期において申告等によ
り具体的に確定した金額を記載します。

「当期発生税額②」の「中間8」及び「確定9」
「中間8」及び「確定9」には、その事業年度の法人税を基礎として地方税

法の規定により算出した道府県民税額を記載します。ただし、支店等が他の
都道府県にある場合には、標準税率により算出した税額を記載しても差し支
えありません。
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「道府県民税」の各欄
原則として「法人税及び地方法人税」の各欄の記載要領に準じて記載しま

す。
基本税額（均等割を含みます。）のみについて記載し、加算金及び延滞金

についてはこの欄には記載しません。

「市町村民税」の各欄
「法人税及び地方法人税」及び「道府県民税」の各欄の記載要領に準じて

記載します。
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【チェックポイント】
19の③欄及び④欄でプラス表示している事業税の額を

別表四の13 欄等で減算していますか。
19の③欄及び④欄でマイナス表示している還付事業税

の額を別表四で加算していますか。

「16」から「18」までの各欄
「道府県民税」の「6」から「8」までの記載要領に準じて記載しま

す。この場合、前期の確定分の税額は「17」の「②」に記載します。
｢当期中の納付税額｣の各欄に記載した金額のうち前期までに既に損

金の額に算入された事業税及び特別法人事業税の額がある場合には、
その既に損金の額に算入された事業税及び特別法人事業税の額に相当
する金額については、別表四の｢加算｣の空欄に｢事業税認定損｣等とし
て｢総額①｣及び｢留保②｣に記載します。

「仮払経理による納付④」
別表四の「減算」の空欄に「仮払事業税認定損」等として「総額①

」及び「留保②」に記載します。

「損金経理による納付⑤」
未払金として経理した金額を含めて記載します。
当期分の事業税及び特別法人事業税は、当期の損金の額に算入され

ませんから、別表四で加算することになります。

「延滞金(延納に係るもの)21」
地方税法第65条｟法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延

滞金｠、第72条の45の2｟法人の事業税に係る納期限の延長の場合の
延滞金｠又は第327条｟法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合
の延滞金｠の規定による納期限の延長を受けた期間に係る延滞金につ
いて記載し、その他の期間に係る延滞金については「損金不算入のも
の」の「延滞金(延納分を除く。)26」に記載します。
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【チェックポイント】
「その他」の③欄に表示している充当金

の取崩し又は④欄に表示している仮払経理
により納付した源泉所得税若しくは外国法
人税等の額を別表四で減算していますか。

【チェックポイント】
申告期限未到来の事業に係る事業所税を未払金として損

金に算入していませんか(未払金に計上した金額で損金に
算入される事業所税等は、製造原価、工事原価等として経
理した金額に限られます。)。

「当期中の納付税額」の各欄
「法人税及び地方法人税」の「当期中の納付税額」の各欄の記

載要領に準じて記載します。
なお、「20」以下の各欄の「損金経理による納付⑤」には、未

払金として経理した金額を含めて記載しますが、対象会計年度に
おいて見積り計上した国際最低課税額に対する法人税及び地方法
人税は、「損金経理による納付⑤」には含めないでください。し
たがって、当該国際最低課税額に対する法人税及び地方法人税を
除いて、その経理した金額は、その後は期首及び期末の未納税額
に記載しません。
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【チェックポイント】
「41」の金額と貸借対照表上の納税充当金(未払法人税等)は一致していますか。

【チェックポイント】
納税充当金を雑益に振り替え

ている場合、別表四で減算して
いますか。

【チェックポイント】
納税充当金から支出した(又は仮

払経理により支出した)利子、配当
等に係る源泉所得税(損金算入のも
の)を別表四で減算していますか。

【チェックポイント】
損金経理による納付欄に法人税等の

益金不算入の還付金がある場合、別表
四で減算していますか。

【チェックポイント】
外国で課された罰金又は科料は、損金不算入と

なります。
また、外国で課された税金に附帯して課される

附帯税に類する税は損金算入となります。

「損金算入のもの36」
「利子税20」から「23」までの「充当金取崩しによる納付③」の金

額の合計額を記載します。

「損金不算入のもの37」
「加算税及び加算金24」から「29」までの「充当金取崩しによる納

付③」の金額の合計額を記載します。

「その他」の「38」
納税充当金の取崩額のうち「法人税額等34」から「損金不算入のも

の37」まで及び「仮払税金消却39」以外により取り崩した金額を記載
します。

「仮払税金消却39」
前期以前に納付した税金を仮払金等として経理していた金額につい

て当期において納税充当金を取り崩して消却した金額を記載します。
この場合には、別表五(一)において、前期から繰り越された「仮払

税金」の「減②」にその消却した金額を△印を付して記載するととも
に、「納税充当金26」の「減②」に同額を記載します。
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「繰入額」の「32」
還付を受けた法人税等の金額で納税充当金へ繰り入れた金額等、法

人が損金経理により繰り入れた金額以外の繰入額を記載します。
空欄には、例えば「還付法人税」等と記載します。
「32」に記載した金額が、例えば、前期以前において生じた還付金

を当期に納税充当金として受け入れた場合には、別表五(一)の「納税
充当金26」の「増③」に記載するとともに、該当欄の「減②」に同額
を記載し、別表四には関係させません。


